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こ
の
た
び
、
よ
り
多
く
の
方
に

入
居
し
て
い
た
だ
き
市
内
へ
の
定

住
を
促
進
す
る
た
め
、
家
賃
及
び

駐
車
場
使
用
料
の
減
額
改
定
（
表

①
）
を
行
い
ま
し
た
。

（
平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
適
応
）

※
共
益
費
は
、
引
き
続
き
月
額

８
０
０
円
で
す
。

　

現
在
入
居
中
の
方
へ
は
、
別
途

通
知
文
を
送
付
い
た
し
ま
し
た
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
旧
雇
用
促
進
住
宅
を
購

入
し
、
平
成
23
年
４
月
か
ら
「
市

営
定
住
促
進
住
宅
」と
し
て
管
理
・

運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

定
住
促
進
住
宅
の

家
賃
等
を

減
額
改
定

　

本
年
10
月
１
日
以
降
に
定
住
促

進
住
宅
へ
入
居
す
る
場
合
、
市
外

よ
り
転
入
さ
れ
る
方
（
一
定
要

件
を
満
た
す
者
）
を
対
象
に
、
家

賃
の
一
部
助
成
を
行
い
ま
す
（
表

②
）。

　

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
、
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

＊
指
定
管
理
者　

※
火
・
水
定
休

　

甲
府
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
定
住
促
進

　

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
３
ー
５
５
１
５

＊
建
設
課
管
理
担
当

　

（
内
線
２
４
６
・
２
４
７
）

「
韮
崎
市
転
入
者
定
住
促
進

住
宅
家
賃
助
成
」に
つ
い
て

住宅名（駐車場名） 階　数 改定前 改定後

サンコーポラス栄住宅
１～３階

18,800 
17,000 

　　４階 15,000 

サンコーポラス祖母石住宅

１～３階

37,100 

33,000 

　　４階 31,000 

　　５階 29,000 

サンコーポラス藤井住宅

１～３階

43,500 

39,000 

　　４階 37,000 

　　５階 35,000 

サンコーポラス竜岡住宅

１～３階

43,500 

39,000 

　　４階 37,000 

　　５階 35,000 

サンコーポラス藤井住宅駐車場 ― 5,250 3,800 

サンコーポラス竜岡住宅駐車場 ― 2,940 2,700 

住宅名 助成金額

サンコーポラス栄住宅 5,000 

サンコーポラス祖母石住宅

10,000 サンコーポラス藤井住宅

サンコーポラス竜岡住宅

◆定住促進住宅家賃等一覧 ①
（単位月額：円）

◆転入者定住促進住宅家賃助成一覧 ②
（単位月額：円）

　
　

合
（
滞
納
し
た
場
合
）、
本
来
の

税
額
の
ほ
か
に
「
督
促
手
数
料
」

や
「
延
滞
金
」
も
併
せ
て
納
付
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

病
気
や
失
業
、
生
活
困
窮
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

納
期
内
の
納
付
が
困
難
に
な
っ
た

方
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
お
仕
事
の
都
合
等
に
よ

り
、
平
日
に
市
税
等
の
支
払
い
が

で
き
な
い
方
や
、
市
役
所
に
来
庁

で
き
な
い
方
の
た
め
に
夜
間
・
休

日
の
収
納
及
び
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
（
市
役
所
１
階
の
収
納
課
）

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
来
庁
さ
れ
る
際
は
、
庁

舎
の
正
面
玄
関
は
閉
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
西
側
の
出
入
り
口

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
の
広
報
情
報
カ
レ
ン
ダ
ー

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
実

施
予
定
日
を
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。

http://w
w
w
/city/nirasaki.lg

.jp/

art9
2
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■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

収
納
課
徴
収
・
管
理
担
当　

　
　

（
内
線
１
６
３
〜
１
６
６
）

 

納
期
内
・
早
期
納
付
に
ご
協
力
を　
　

　
　
　
　
　
　

11
月
・
12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間

　

年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
市
税
等

の
滞
納
額
縮
減
と
収
納
率
向
上
を

目
指
す
と
と
も
に
、
納
期
内
に
適

正
に
納
付
さ
れ
た
方
と
の
公
平
性

の
確
保
及
び
市
民
と
し
て
の
負
担

の
義
務
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
年
末
の
「
滞
納
整
理
」
を
強

化
し
ま
す
。
再
三
の
催
告
に
も
関

わ
ら
ず
納
付
い
た
だ
け
な
い
方
に

は
、
法
律
に
基
づ
き
差
押
等
「
滞

納
処
分
」
を
執
行
し
ま
す
。

■
電
話
に
よ
る
自
主
納
付
の
呼
び

　

か
け
に
つ
い
て

　

11
月
、
12
月
の
夜
間
に
、
市
税

等
の
納
付
が
遅
れ
て
い
る
方
に
対

し
、
電
話
に
よ
る
自
主
納
付
の
呼

び
か
け
を
行
い
ま
す
。
納
期
内
、

早
期
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
対
象
税
目
】

　

市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
都 

　

市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国

　

民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
法

　

人
市
民
税

■
納
税
に
困
っ
て
い
る
方
は
早
め

　

に
相
談
を

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
場


